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1. 那珂川の概要1. 那珂川の概要

◆那珂川は、その源を福島県と栃木県の境界に位置

する那須岳に発し、栃木県内の那須野ヶ原を南東

から南に流れ、八溝山地を東流した後、茨城県に

入り、平地部で南東に流れを変え、河口部で涸沼

川を合わせて太平洋に注ぐ、幹川流路延長 150km、

流域面積 3,270km2 の一級河川です。

◆流域は、栃木県、茨城県、福島県の３県からなり、

流域内人口は約 93 万人であり、市街地が発達す

る下流部の人口が多くなっています。

◆下流部には茨城県の県庁所在地である水戸市が

あり、茨城県央地域における社会・経済・文化の

基盤を成すとともに、流域内には日光国立公園と

８つの県立自然公園が指定される等、豊かな自然

環境に恵まれ、様々な水利用が行われています。

◆沿川にはＪＲ東北新幹線、ＪＲ東北本線、ＪＲ常

磐線、ＪＲ水郡線等の鉄道網、東北縦貫自動車道、

常磐自動車道等の高速道路や国道４号、６号等の

主要国道が整備され、地域の基幹をなす交通の要

衝となっています。

◆流域の平均年間降水量は水戸で約 1,300mm、那須

で約 2,000mm となっています。

◆那須火山帯は、日光国立公園に指定されており、

ブナ、ミズナラ等が広がり、渓谷にはイワナ、カジ

カ等が生息しています。

　複合扇状地である那須野ヶ原の中央から下流に

かけては、数多くの湧水が見られ、そこから流れ

出る清流の小川や支川には、天然記念物のミヤコ

タナゴやイトヨ等が生息し、生物の良好な生息環

境となっています。

　那珂川町から城里町に至る中流部は、数段の河岸

段丘が発達した谷底平野を流れ、山間の深い谷を

流下し、礫河原と崖地の特徴的な風景を形成して

います。崖地にはシラカシ、クヌギが分布し、ヤマ

セミが生息するとともに、礫河原にはカワラニガ

ナ等の植物やカワラバッタ、イカルチドリなどが

見られます。この区間は良好な水質を維持してい

るため、きれいな流水にすむスナヤツメ等の魚類

や水生昆虫が生息し、大小の礫からなる河床と蛇

行した流れが生み出した連続する瀬・淵は、全国

でも有数のアユ、サケの産卵・生息場所となって

います。

　那珂市から河口に至る下流部は、平野を流れなが

ら川幅を広げ、高水敷にはヨシ・オギ群落が分布

し、水域には、ウグイ、オイカワ等の淡水魚の他、

ボラ、スズキ、マハゼ等の汽水性の魚類が多く生

息するとともに、冬季は越冬のため飛来するカモ

類が見られます。

河口付近で合流する涸沼川は、汽水環境が形成され、水産資源となるヤマトシジミ等が生息するとともに、涸沼周辺

のヨシ原には、ヒヌマイトトンボが生息し、ヒヌマイトトンボの命名の地として知られています。

1.1 那珂川の流域及び河川の概要1.1 那珂川の流域及び河川の概要

涸沼

野口

小口

のぐち

下国井下国井
しもくにいしもくにい

こぐち

なすだけ

▲那須岳

湊大橋
みなとおおはし

▲八溝山地西麓を流れる那珂川 ▲中流部の瀬と淵、礫河原

▲水戸市市街地を流れる那珂川 ▲涸沼川周辺の湿地環境

東
北
縦
貫
自
動
車
道

東
北
新
幹
線

JR
東
北
本
線



那珂川水系河川整備計画の概要那珂川水系河川整備計画の概要

２２

流
域
及
び
河
川
の
現
状
と
課
題

流
域
及
び
河
川
の
現
状
と
課
題

河
川
整
備
計
画
の
目
標

河
川
整
備
計
画
の
目
標

河
川
の
整
備
の
実
施

河
川
の
整
備
の
実
施

総
合
的
に
行
う
た
め
の
事
項

総
合
的
に
行
う
た
め
の
事
項

◆那珂川の水質は昭和 61 年以降、概ね環境基準を達成しており、良好と言えます。桜川は、都市化の進展と共に

生活排水の流入等による水質悪化が進み、夏季には千波湖や桜川下流におい
てアオコによる水面景観の悪化や悪臭が発生するなど水環境の悪化が著し
いため、平成19年に「第二期水環境改善緊急行動計画（清流ルネッサンスⅡ）」
を策定し、地方公共団体、下水道管理者、流域住民等が一体となって水環境改
善施策を総合的かつ重点的に実施しています。

◆河川空間の利用については、レクリエーション空間の確保、自然環境の保全
等の河川環境に対する要請が増大し、かつ多様化してきたことなどを背景と
して、平成２年に河川の治水及び利水機能を確保しつつ河川環境の管理に関
する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な事項を定めた「那珂
川水系河川環境管理基本計画」を策定しました。

◆那珂川の本格的な治水事業は、昭和 13 年９月洪水を契機に、昭和 16 年に野口地点における計画高水流量を
4,300m3/sとして以降、大規模な洪水の発生や流域の社会経済を踏まえて、治水計画の見直しを実施してきました。

◆昭和 61 年８月の台風第 10 号により、水府橋水位観測所で計画高水位を超える既往最高水位を記録し、無堤部から
の溢水や堤防からの越水により、水戸市を中心とした下流部や狭窄部上流及び逆川などで広範囲に浸水が生じ、浸
水面積が約 14,700ha、浸水家屋が床上 4,864 戸、床下 2,815 戸の計 7,679 戸に及ぶ大被害が発生しました。

このため、河川激甚災害対策特別緊急事業等により堤防の新設、拡築、護岸整備等を進めるとともに、昭和 63 年１
月及び平成２年８月に水戸市、勝田市（現ひたちなか市）、那珂湊市（現ひたちなか市）、常澄村（現水戸市）、大洗町の
約 25km にわたる区間が都市計画決定されました。

◆平成５年４月には、本流域の社会的、経済的発展に鑑み、野口地点における基本高水のピーク流量を 8,500m3/s と
しました。

◆平成 18 年に策定した「那珂川水系河川整備基本方針（以下「河川整備基本方針」という。）」において、基準地点野口
における基本高水のピーク流量を 8,500m3/s としました。

◆平成 28 年には「那珂川水系河川整備計画【大臣管理区間】」において、平成 10 年８月洪水と同規模の洪水が発生し
ても災害の発生の防止又は軽減を図ることとしました。

1.2 治水の沿革1.2 治水の沿革

1.4 河川環境境の沿革1.4 河川環境の沿革

◆那珂川水系の利水の歴史は古く、水戸藩では農業用水に早くから注目し、小
場江堰等の施設がつくられてきました。また、那須野ヶ原では明治 13 年より
大規模な開墾が始まり那珂川から取水された水は那須疏水を通じ、農業用水
や水道用水として活用され、那須野ヶ原は荒野から沃野に変貌しました。

河川水の利用については、現在、農業用水としてかんがいに利用されている
ほか、那須塩原市、水戸市、ひたちなか市等の水道用水、那珂市、ひたちなか市
等の工業用水として利用されています。また、水力発電としては、13 箇所の
発電所により、総最大出力約 160 万 kW の電力供給が行われています。

◆那珂川における渇水による取水障害は、塩分遡上によるものですが、そのほ
とんどが、代掻きの開始等により農業用水の利用が増加する４月末から５月
初めに発生しています。また、渇水が発生した時の具体的な対策は、取水制限
や潮見運転、上流地点からの振替取水等で対応されています。

◆那珂川における取水制限は、昭和62～令和元年の間に、７回発生しています。 ▲那須疎水の水路

→

→
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1.3 利水の沿沿革1.3 利水の沿革

▲那珂川下流部のヨシ原

◆令和元年 10 月の令和元年東日本台風による災害を踏まえ、「社会被害の最小
化」を目指す、「那珂川緊急治水対策プロジェクト」を取りまとめました。

◆令和２年５月には、水害の激甚化、治水対策の緊要性、ダム整備の地理的な制
約等を勘案し、緊急時において既存ダムの有効貯水容量を洪水調節に活用で
きるよう定めた「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」に基づ
き、一級河川那珂川水系において、河川管理者である国土交通省並びにダム
管理者及び関係利水者は、河川について水害の発生の防止等が図られるよ
う、那珂川水系治水協定を締結し、既存ダムの洪水調節機能強化を推進する
こととしました。

▲昭和 61 年洪水における　　
水戸市水府橋付近の浸水状況

水府橋

那珂川
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2. 河川整備の現状と課題

◆那珂川の堤防は、整備された時期や区間によって築堤材料や施工法が異な
るため、堤体の強度が不均一です。また、堤防の基礎地盤は、古い時代の河川
の作用によって形成された地盤であり、極めて複雑です。これまでも、地質
調査等を行い堤防及び基礎地盤の状況を確認し、浸透対策を進めてきまし
たが、平成 14 年度より堤防の浸透に対する安全性に関して点検を実施し、
必要に応じて対策を実施しているところです。

◆那珂川に係る洪水調節施設については、完成している
施設はありません。

◆那珂川に流入する河川については、本川の水位が高く
なると自然流下が困難となる等、内水による浸水被害
が発生するおそれがあり、関係機関と調整を図ってい
ます。

◆施設の能力を上回る洪水や高潮が発生した場合及び大
規模地震による津波が発生した場合には、壊滅的な被
害が発生するおそれがある。このため、被害を軽減する
ための対策として、河川防災ステーション、水防拠点の
整備等のハード対策、河川情報伝達システムの整備、洪
水浸水想定区域図の公表とこれに伴う関係する関係自
治体の水害ハザードマップ作成支援等のソフト対策を
推進している。

◆那珂川では、河道の整備等の治水対策を推進してきましたが、現在の那珂川
（野口地点を含む一連の区間）の安全の水準は、年超過確率 (１年間にその水
準を超える事象が発生する確率 ) が概ね 1/5 から 1/10 にとどまり、流域の
社会・経済的重要性を踏まえると十分ではありません。

◆堤防断面の不足や河道断面の不足等により、計画高水流量を安全に流下さ
せることができない状況にあります。特に、下流部の涸沼川合流点から桜川
合流点までの区間の両岸には、堤防断面の不足している区間が多く残って
います。

◆中流部は狭窄部に低平地が存在しており、浸水被害が発生しています。

◆河口部では、航路を維持するために漁港管理者によって設置された中導流
堤（低水工）については、洪水の安全な流下の阻害になっています。

◆涸沼川においては、無堤部が多く残っています。

※１ ：支川の大臣管理区間を含む。

※２ ： 標準的な堤防の断面形状を満足している区間。

※３ ： 標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間。

※４ ： 山付き、堀込み等により、堤防の不必要な区間。

※５ ： 四捨五入の関係で、合計と一致しない場合がある。

※１ ： 那珂川は支川の大臣管理区間を含む。

※２ ： 堤防点検を実施し、 追加調査の結果や市街地の造成等による状況の変化により、
対策が必要となった箇所については、必要に応じ対策を行うものとする。

2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する現状と課題

▲浸水想定区域図

▲河口部の状況

▲中流部の状況

河川名
計画断面

※2

(km)
断面不足

※3

(km)
不必要

※4

(km)
合計

※5

(km)

那珂川※1 47.7 78.9 67.7 194.3
平成31年3月末現在

▼堤防の整備状況

河川名
点検対象区間Ａ

(km)

Ａのうち浸透対策が

必要な区間Ｂ(km)※2 割合Ｂ／Ａ

那珂川※1 60.0 19.5 33%
平成31年3月末現在

▼堤防の浸透に対する安全性

▲断面が不足している堤防
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2.3 河川環境境の整備と保保全にに関する現状状状と課課題2.3 河川環境の整備と保全に関する現状と課題

◆那珂川町から城里町に至る中流部は、数段の河岸段丘が発達した谷底平野を流れ、山間の深い谷を流下し、礫河
原と崖地の特徴的な風景を形成しています。崖地にはシラカシ、クヌギが分布し、ヤマセミが生息するとともに、
礫河原にはカワラニガナ等の植物やカワラバッタ、イカルチドリなどが見られます。良好な水質を維持している
ため、清流に生息するスナヤツメ等の魚類や水生昆虫が生息し、大小の礫からなる河床と蛇行した流れが生み出
した連続する瀬・淵は、全国でも有数のアユ、サケの産卵・生息場所となっています。一方で、外来種であるシナ
ダレスズメガヤ等の繁茂が礫河原の一部で見られます。

◆那珂市から河口に至る下流部は、平野を流れながら川幅を広げ、高水敷にはヨシ・オギ群落が分布し、水域には、
ウグイ、オイカワ等の淡水魚の他、ボラ、スズキ、マハゼ等の汽水性の魚類が多く生息するとともに、冬季は越冬
のため飛来するカモ類が見られます。

◆河口付近で那珂川に合流する涸沼川は、汽水環境が形成され、水産資源となるヤマトシジミ等が生息するととも
に、涸沼周辺のヨシ原には、ヒヌマイトトンボが生息しています。このように豊かな自然環境から、国際的にも重
要な湿地として認められ、平成 27 年５月に涸沼が「ラムサール条約湿地」に登録されました。

◆那珂川の水質は、ＢＯＤ（75％値）で評価すると、
全地点で概ね環境基準を達成しています。

しかし、水戸市の市街を流れる桜川では夏季にア
オコの発生が見られており、経月変化からも環境
基準値である５mg/L を上回る月が見られます。

◆平成 27 年９月関東・東北豪雨を契機に、久慈川・那珂川流域では、水防災意識社会を再構築すべく、地域住民の
安心・安全を担う沿川の 14 市町村と茨城県、栃木県、気象庁、国土交通省関東地方整備局で構成される「久慈川・
那珂川流域における減災対策協議会」を平成 28 年６月３日に設立しました。

◆本協議会では、久慈川・那珂川の地形的な特徴や過去の水害実績を踏まえて、減災に関する課題を抽出し、久慈
川・那珂川で発生しうる大規模水害に対し、「逃げ遅れゼロ」を目指すことを目標として定め、令和 2年度までに
円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動を実現するために各構成員がそれぞれ又は連携して実施する取組方針を
とりまとめました。今後、取組を推進するとともに、訓練等を通じた習熟や改善を図る等、継続的なフォローアッ
プを行っていく必要があります。

◆これまでの治水対策を加速化すると同時に、地域及び各関係機関等が連携して流域の遊水機能の確保・向上や、
浸水が見込まれる区域における土地利用・住まい方の工夫を組み合わせた多重防御治水による浸水被害の軽減
対策を検討し推進を図る必要があります。また、本洪水では、広範囲に強い降雨が続き同時多発的に被害が発生
したことから、状況把握、情報伝達、避難行動が円滑に進まなかったことを踏まえ、関係機関等が連携し、円滑な
水防・避難行動のための体制等の充実を図る必要があります。

▲桜川でのアオコの様子
（H25.8.18撮影） ▲ヒヌマイトトンボ自 然自 然自 然 環 境自 然 環 境

水 質水 質水 質水 質

◆那珂川における水利用は、農業用水は最大取水量の合計で約 22.4m3/s が利用さ
れています。なお、農業用水は季節等により利用量が大きく変動します。都市用水
は、水道用水として最大約 2.7m3/s、工業用水として最大約 1.5m3/s が供給されて
います。下流部は比較的水量が豊富ですが、降雨状況によっては、代掻きの開始等
により農業用水の利用が増加する４月末から５月初めの流量減少時に塩水遡上
が河口から十数 km まで及ぶため、周辺の水戸市、ひたちなか市等の水道、工業用
水、利用が増加する農業用水の取水にしばしば障害を引き起こしています。

◆那珂川では給水人口の増や新規開発など増加する水需要に対処するため、新たな水源の確保が必要となってい
ます。現在は、霞ヶ浦導水の整備を前提とした暫定豊水水利権 (平成 27 年３月現在 )としては、茨城県の水道用
水が約 0.4m3/s 、茨城県の工業用水が約 0.5m3/s があり、暫定豊水水利権の安定化が必要となっています。

2.2 河川の適適正な利用及び流流水の正常な機機能能の維維持に関するる現状と課題2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題

農業用水 水道用水 工業用水

農業用水
22.4m3/s
(84.2%)

水水道用水
2.7m3/s
(10.2%)

工工業用水
1.5m3/s
(5.6%)
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2. 河川整備の現状と課題

◆河川の管理は、災害の発生の防止又は軽減、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備と
保全という目的に応じた管理、平常時や洪水時等の河川の状況に応じた管理、さらには堤防、護岸等といった河
川管理施設の種類に応じた管理というように、その内容は広範・多岐にわたっており、効果的・効率的に維持管
理を実施する必要があります。

◆那珂川における堤防延長は約 130km（平成 31 年３月現在）です。堤防については、繰り返される降雨・洪水・地震
等の自然現象の影響により、ひび割れ、すべり、沈下、構造物周辺の空洞化等の変状が不規則に発生します。これ
らを放置すると変状が拡大し、さらに洪水時には漏水等が助長され大規模な損傷となり、堤防の決壊につながる
おそれがあります。このため、堤防除草、点検、巡視等により異常・損傷箇所の早期発見に努め、必要に応じて補
修等を実施する必要があります。

◆護岸については、河川巡視等により異常・損傷箇所の早期発見に努め、必要に応じて補修等を実施する必要があ
ります。

◆河道の維持管理に関しては、出水による河岸洗掘、構造物周辺の深掘れ、洪水流下の阻害となる土砂堆積、樹林化
の進行等に対し、適切に維持管理を実施する必要があります。

◆那珂川においては、水門４箇所、樋門・樋管 47 箇所等の河川管理施設が設置されています（平成 31 年３月現在）。

設置後長期間を経過した老朽化施設が増加することから、施設を良好に保つよう維持するためには、適切に修繕
する必要があります。このため、水門、樋門・樋管等の河川構造物の点検・整備・更新等を、効果的・効率的に推
進していくため、長寿命化計画に基づき、計画的な維持管理を行っていく必要があります。また、施設操作に関し
ては、操作規則等に基づき適切に操作を行っています。しかし、洪水、津波、高潮等が発生した場合のバックアッ
プ機能の強化や操作員等の安全確保の観点から、必要に応じ遠隔操作化や自動化等を進めていく必要がありま
す。

◆不法係留船や不法係留施設は、洪水時に流失することによる河川管理施設等の損傷の原因や、河川工事における
支障となるばかりでなく、河川の景観を損ねる等、河川管理上の支障となっているため、不法係留船や不法係留
施設に対する対策を関係機関等と連携して推進する必要があります。

◆那珂川には、雨量観測所 18 箇所（１～３種観測所）、水位観測所 11 箇所（１～３種観測所）、河川監視用ＣＣＴＶ
設備 51 箇所（水門、樋門・樋管等の監視用カメラを含む。）、光ケーブル約 41.5km、レーダ雨量観測所（ＣバンドＭ
Ｐレーダ）や危機管理型水位計（簡易型カメラ）を設置し、観測・監視を行っています（平成 31 年３月現在）。これ
らによって得られる情報は、治水及び利水計画の立案、低水管理、水門等の河川管理施設の操作、洪水予測、水防
活動等のために重要なものであり、定期的な点検や補修、更新を行う必要があります。

◆危機管理対策として、洪水、津波、高潮等による災害の防止又は軽減を図るため、引き続き、平常時から「久慈川・
那珂川流域における減災対策協議会」の枠組み等を活用しつつ、関係機関と連携を図る必要があります。また、緊
急時においても関係自治体との連携を一層図るとともに、事前に避難勧告等に関するタイミングや範囲、避難場
所、避難に関する計画等に着目したタイムライン（防災行動計画）を作成し共有する取組等を通じて、関係機関に
対して迅速な情報伝達を行う必要があります。

2.4 河川維持管理の現状状ととと課題2.4 河川維持管理の現状と課題

◆中流部は、数段の河岸段丘が発達した谷底平野を流下し、那珂川の清流とともに御前山県立自然公園等に指定さ
れ、手つかずの自然が残る礫河原と崖地の特徴的な風景が見られます。

◆下流部には、水戸徳川家第９代藩主斉昭公が、天保４年（1833）に領内を巡視し８つの景勝地を選定した｢水戸八
景｣のうち５つの景勝地があり、このうち那珂川と涸沼川の合流点右岸の高台から望む｢巌船夕照｣や、涸沼の湖
畔から見られる｢広浦秋月｣などはかつてを偲ばせる景勝地です。

景 観景 観景 観景 観

▲河川敷の利用状況

◆河川の利用については、中流部では、良好な自然環境を背景にカヌー、アユ釣り、キ
ャンプ等が盛んであり、伝統的漁法である「やな」が観光用として見られ多くの人が
訪れています。また、下流部では、都市部の憩いの場として、サイクリングや散策、高
水敷のグラウンドを利用したスポーツ等をはじめ、多様に利用されています。

◆那珂川はアユが多く生息する川としてよく知られており、平成 30 年のアユの漁
獲量は 384t となっています。

◆那珂川、涸沼川の現在の水面利用は、漁船やプレジャーボートが中心となっており、これらの船舶は、那珂川の河
口部周辺、涸沼川を中心に係留されています。この中には不法係留船もあり、その対策が課題となっています。

河川の利用河川の利用河川の利用河川の利用
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◆近年、我が国においては、時間雨量 50mm を超える短時間強雨や総雨量が数百ミリから千ミリを超えるような大
雨が発生し、全国各地で毎年のように甚大な水害が発生している。さらに地球温暖化に伴う気候変動の影響によ
り、今後さらに、大雨や短時間強雨の発生頻度、大雨による降水量などが増大することが予測されています。ま
た、平成 30 年７月豪雨においては、気象庁が初めて個別事象について、その背景要因として気候変動の影響に言
及したところです。

◆このように、施設の能力を上回る外力（災害の原因となる豪雨、洪水等の自然現象）による水災害が発生する懸念
が高まっているため、気候変動に伴う水災害の頻発化・激甚化など、様々な事象を想定し、対策を進めていくこ
とが必要となっています。

◆こうした状況の中、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」において、将来における気候変動による外
力増加量の治水計画等での考慮の仕方やその前提となる外力の設定手法、気候変動を踏まえた治水計画に見直
す手法について具体的な検討を進め、令和元年 10 月に『「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言』が取りま
とめられました。その後、「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」において、流域全体で備える水災害対
策に関し、今後の取組方針について検討が進められています。

◆その一方で、年間の降水の日数は逆に減少しており、毎年のように取水が制限される渇水が生じています。将来
においても無降水日数の増加が予想されており、地球温暖化に伴う気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻
化し、さらなる渇水被害が発生することが懸念されます。このため、様々な事象を想定し対策を進めていくこと
が必要となっています。

2.5.2 気候変動の影響による課題2.5.2 気候変動の影響による課題2.5.2 気候変動の影響による課題2.5.2 気候変動の影響による課題

◆これまで、国土交通省では、平成 27 年９月関東・東北豪雨による鬼怒川の堤防決壊で、逃げ遅れによる多数の孤
立者が発生したことを受け、河川管理者をはじめとする行政や住民等の各主体が「施設の能力には限界があり、
施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を改革し、社会全体で洪水氾濫に備える「水防災意
識社会」を再構築する取組を進めてきました。

◆平成 28 年８月には北海道や東北地方を相次いで台風が襲い、東北地方の県管理河川の氾濫被害で要配慮者利用
施設の入居者が逃げ遅れにより犠牲になられたことを受け、平成 29 年５月に水防法等を改正し、河川管理者・
都道府県・市町村等で構成し減災に向けた目標の共有や対策の推進に取り組む協議会制度を法定化等するとと
もに、同年６月には概ね５年間で実施する各種取組の方向性や進め方等を「「水防災意識社会」の再構築に向けた
緊急行動計画」（以下「緊急行動計画」という。）としてとりまとめ、都道府県が管理する中小河川も含めた全国の
河川における「水防災意識社会」を再構築する取組を加速させました。

◆こうした状況の中、「気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会」において、将来における気候変動による外
力増加量の治水計画等での考慮の仕方やその前提となる外力の設定手法、気候変動を踏まえた治水計画に見直
す手法について具体的な検討を進め、令和元年 10 月に『「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言』が取りま
とめられました。その後、「気候変動を踏まえた水災害対策検討小委員会」において、流域全体で備える水災害対
策に関し、今後の取組方針について検討が進められています。

◆その一方で、年間の降水の日数は逆に減少しており、毎年のように取水が制限される渇水が生じています。将来
においても無降水日数の増加が予想されており、地球温暖化に伴う気候変動により、渇水が頻発化、長期化、深刻
化し、さらなる渇水被害が発生することが懸念されます。このため、様々な事象を想定し対策を進めていくこと
が必要となっています。

2.5.1 近年の豪雨災害で明らかになった全国的な課題2.5.1 近年の豪雨災害で明らかになった全国的な課題2.5.1 近年の豪雨災害で明らかになった全国的な課題2.5.1 近年の豪雨災害で明らかになった全国的な課題

2.5 新新たなな課題2.5 新たな課題

◆水防団員の減少、高齢化等が進み水防活動の弱体化が懸念されていることから、水防協力団体の指定等を行い、
水防体制の水準を確保していく必要があります。

◆雨量・水位情報は、河川管理者から市町村長等へ直接、河川の状況や今後の見通しを伝えるホットラインの取組
等を通じて、迅速かつ的確に情報を関係機関と共有できる体制の確保が必要です。洪水等による被害軽減に向
け、関係自治体が作成する水害ハザードマップの作成支援等、地域住民の目線に立ったわかりやすく判断しやす
い情報提供を図る必要があります。

◆那珂川水系では、年間 12 件（平成 22 年から平成 30 年の 10 か年平均）の水質事故が発生しています。水質事故が
発生すると、水道用水や農業用水等への影響のみならず、魚類をはじめとした動植物にも影響が生じます。水質
事故が発生した場合には、関係機関との情報共有を図るとともに被害軽減のための対策を実施する必要があり
ます。
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3. 河川整備計画の対象区間及び期間

4. 河川整備計画の目標に関する事項

◆那珂川水系河川整備計画【大臣管理区間】（以下「河川
整備計画」という。）の計画対象区間は、右図のとおり
です。

◆河川整備計画の対象期間は、概ね 30 年とします。

◆河川整備計画は現時点の社会経済状況、河川環境の
状況、河道状況等を前提として策定したものであり、
策定後においてもこれらの状況の変化、新たな知見
の蓄積、技術の進歩等を踏まえ、必要がある場合に
は、計画対象期間内であっても適宜見直しを行いま
す。特に、地球温暖化に伴う気候変動による洪水流量
の増加や高潮による潮位・海面水位の上昇等が懸念
されることから、必要に応じて見直しを行います。

3.1 計画対象区間3.1 計画対象区間

3.2 計画対対対象期期間間3.2 計画対象期間

福島県福島県

栃木県栃木県
茨城県茨城県

桜川桜川桜川桜川桜川桜川

涸沼川涸沼川涸沼川涸沼川涸沼川涸沼川

藤
井
川

藤
井
川

藤
井
川

藤
井
川

藤
井
川

藤
井
川

逆川逆川逆川逆川逆川逆川

荒
川

荒
川

荒
川

荒
川

荒
川

荒
川

緒川緒川緒川緒川緒川緒川

武
茂
川

武
茂
川

武
茂
川

武
茂
川

武
茂
川

武
茂
川

那
珂
川

那
珂
川

那
珂
川

那
珂
川

那
珂
川

那
珂
川

箒川箒川箒川箒川箒川箒川

小口小口小口小口小口小口

湊大橋湊大橋湊大橋湊大橋湊大橋湊大橋

野口野口野口野口野口野口

下国井下国井下国井下国井下国井下国井

凡　　例

基準地点

主要地点

流域界

計画対象区間

県境

◆那珂川は、首都圏を代表する清流であることや、流域の風土、文化、歴史を踏まえ、地域の個性や活力を実感でき
る川づくりを目指すため、関係機関や地域住民と共通の認識を持ち、連携を強化しながら、治水・利水・環境に
係わる施策を総合的に展開します。

◆災害の発生の防止又は軽減に関しては、沿川地域を洪水から防御するため、那珂川の豊かな自然環境に配慮しな
がら、堤防の拡築及び河道掘削等により計画対象規模以下の洪水を安全に流下させる整備を推進し、洪水氾濫等
による災害から貴重な生命、財産を守り、地域住民が安心して暮らせるよう社会基盤の整備を図ります。

◆さらに、関係県、市町村等と連携し、河道の流下能力の向上、遊水・貯留機能の確保・向上、土地利用・住まい方
の工夫を組み合わせる「多重防御治水の推進」及び「減災に向けた更なる取組の推進」などにより、施設の能力を
上回る洪水等が発生した場合においても逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化を図ります。

◆河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、水資源開発施設の整備による供給を行うとともに、
今後とも関係機関と連携して水利用の合理化を促進するなど、都市用水及び農業用水の安定供給や流水の正常
な機能を維持するため必要な流量の確保に努めます。

◆河川環境の整備と保全に関しては、これまでの流域の人々と那珂川との関わりを考慮し、那珂川の良好な河川景
観や清らかな水の流れを保全するとともに、水質を保全・改善し、多様な動植物が生息・生育・繁殖する那珂川
の豊かな自然環境を次世代に引き継ぐよう努めます。

◆河川の維持管理に関しては、災害発生の防止、河川の適正な利用、流水の正常な機能の維持及び河川環境の整備
と保全の観点から、河川の有する多面的機能を十分に発揮できるよう地域住民や関係機関との連携や意識の向
上を図りながら、適切に実施します。

◆河川整備計画は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川整備を行うため、中期的な整備内容を示したものであ
り、適宜見直し、段階的・継続的に整備を行うこととしており、その実現に向けた様々な調査・検討を行います。

◆地球温暖化に伴う気候変動により、将来、渇水や洪水・高潮、水質悪化等のリスクが高まると予想されているた
め、これらのリスクに総合的に適応する施策を検討します。

▲河川整備計画対象区間
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◆過去の水害の発生状況、流域の重要性やこれまでの整備状況、整備計画の対象期間、河川整備基本方針で定めた
最終目標に向けた段階的な整備等を総合的に勘案し、以下のとおりとします。

◆洪水に対しては、これまでの施設整備による治水
対策を加速化すると同時に、地域及び各関係機関
等が連携した遊水・貯留機能の確保・向上や、浸
水が見込まれる区域における土地利用・住まい
方などを組み合わせる多重防御治水を推進する
ことにより、基準地点野口において、戦後最大洪
水である令和元年 10 月洪水（令和元年東日本台
風）が再び発生しても災害の発生の防止又は軽減
を図ります。

◆また、施設の能力を上回る洪水等が発生した場合
を想定し、応急的に退避できる場所の確保や避難
路が被災するまでの時間を少しでも引き延ばす
避難確保ハード対策や、円滑かつ迅速な避難行動

の支援、的確な水防活動の促進、迅速な応急活動

の実施、水害リスクを考慮したまちづくり・地域

づくりの促進などのソフト対策を関係機関と連携して一体的・計画的に推進することにより、人命、資産、社会
経済の被害をできる限り軽減します。

◆地震、津波に対しては、河川構造物の耐震性の確保、情報連絡体制等について、調査・検討を進め、必要に応じて
対策を実施することにより、地震、津波による災害の発生の防止又は軽減を図ります。

4.1 洪水、津波、高潮潮等等によるる災害の発発発生の防止止止又はは軽減にに関すするる目目標4.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標

◆那珂川では、治水、利水及び流域の自然環境、社会環境との調和を図りながら、河川空間における自然環境の保全
と秩序ある利用の促進に努めます。

◆水質については、河川の利用状況、沿川地域の水利用状況、現状の環境を考慮し、下水道等の関連事業や関係機関
との連携・調整、地域住民との連携を図るとともに、流水のモニタリング等を行いながら、良好な水質の保全に
努めます。

◆桜川は環境基準等を考慮して年間 75％値でＢＯＤ５mg/L 以下を目標水質とします。また、桜川下流については
夏季のアオコ発生による水質悪化が顕著であるため、夏季においてもＢＯＤ５mg/L 以下を目指すものとします。

◆自然環境の保全と再生については、ヤマトシジミ等多様な生物が生息する汽水域のヨシ原や浅場、河原固有の植
物や鳥類等が生息・生育・繁殖する礫河原の保全・再生に努めます。また、河川の連続性の確保を図り、アユ、サ
ケ等をはじめとする魚介類について、今後の遡上・降下の状況を十分に把握しながら、縦断的な生息環境の保全
に努めます。

◆人と河川との豊かなふれあいの確保については、流域の人々の生活の基盤や歴史、文化、風土を形成してきた那
珂川の恵みを活かしつつ、沿川の自治体が立案する地域計画等と連携・調整を図り、地域活性化につながる水辺
整備、自然とのふれあいや環境学習の場の整備・保全を図ります。

◆水面利用については、地域住民や地方公共団体と連携して安全で秩序ある利用に努めます。

◆景観については、中流部の山間渓谷美に富んだ渓谷環境や中・下流部の礫河原、ヨシ原等が広がる河川景観の保
全に努めるとともに、市街地における貴重な空間としての水辺景観の維持・形成に努めます。

4.3 河川環境境の整備と保保全にに関する目標標標4.3 河川環境の整備と保全に関する目標

4.2 河川の適適正なな利用及び流流水の正常なな機機能能の維維持に関するる目標4.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標
◆河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関しては、利水の現況、動植物の保護・漁業、水質、景観、塩害
の防止等を考慮し、野口地点においては、かんがい期に概ね 31m3/s、非かんがい期に概ね 23m3/s、下国井地点にお
いては、かんがい期に概ね 24m3/s、非かんがい期に概ね 19m3/s を流水の正常な機能を維持するため必要な流量
とし、これらの流量を安定的に確保するよう努めます。

▲那珂川流量配分図（単位：m3/s）
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5. 河川整備の実施に関する事項

◆堤防が整備されていない区間や、標準的な堤防の断面形状に対して高さ又は幅が不足している区間について、築
堤、嵩上げ・拡築を行います。

◆洪水を安全に流下させるため必要な箇所等において、河道掘削を実施します。

◆橋梁の一部が盛土構造となっており、洪水の安全な流下の阻害となっている橋梁について、橋梁管理者と協議を
行い対策を行います。

5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

5．1河川工工事の目的、種類及及び施行の場所所並びに当該河川工工事の施行行に
より設設置される河川管理理施設の機能能の概要

5．1河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行に
より設置される河川管理施設の機能の概要

堤防の整備

河道掘削

橋梁架替

◆中流部において、中流部及び下流部の洪水ピーク流量の低減を図るため、地形や現状の土地利用等を考慮した遊
水地を整備します。

◆この他、中下流部においても周辺地形や現状の土地利用等を考慮した遊水地の整備を検討し実施します。

◆なお、遊水地の整備に当たっては、関係機関と調整した上で、外水、内水の両方に対応する機能の検討を行いま
す。

洪水調節容量の確保

中流部の浸水防止対策

洪水等を安全に流下させるための対策洪水等を安全に流下させるための対策洪水等を安全に流下させるための対策洪水等を安全に流下させるための対策

◆中流部の狭窄部において、浸水により家屋等に甚大な被害が想定される区域で、輪中堤整備等を実施します。な
お、具体的な施設計画については関係機関と連携・調整を図りながら検討を行います。

（P.11 参照）

◆堤防の浸透対策としては、これまで実施してきた点検結果を踏まえ、背後地の資産状況等を勘案し、堤防強化対
策を実施します。また、堤防や河岸の侵食対策としては、必要な高水敷幅が確保されていない箇所、水衝部におけ
る河岸の局所洗掘が発生する箇所及び堤防付近で高速流が発生する箇所において、状況を監視し、必要に応じて
高水敷造成や護岸整備等の対策を実施します。

浸透・侵食対策浸透・侵食対策浸透・侵食対策浸透・侵食対策
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※今後の状況の変化等により必要に応じて
本図に示していない場所においても施行
することがあります。

凡例

築堤

河道掘削

遊水地

中流部浸水対策

導流堤撤去

勝田橋改築

浸透対策

地震・津波遡上対策

基準地点

主要地点

計画対象区間

◆地震動や液状化の影響により、河川管理施設が被災するだけでなく、地震後の洪水及び津波により、二次被害の
おそれがあります。このため、耐震性能の照査等を行い、必要に応じて耐震・液状化対策を実施します。

◆内水による浸水が発生する地区の河川は、遊水地等の本川の水位低下対策と並行して、内水被害の発生要因等に
ついて調査を行い、関係機関と調整した上で、必要に応じて排水機場の整備等、内水被害の軽減対策を実施しま
す。

◆気候変動の影響等による大雨や短時間強雨の発生頻度の増加に伴い、水位の急激な上昇が頻発することが想定
されることから、水門等の確実な操作と操作員の安全確保のために、水門等の施設操作の遠隔化・自動化等の整
備を必要に応じて実施します。

◆雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な雨量情報や河川監視用ＣＣＴＶカメラによる映像情
報を収集・把握し、適切な河川管理を行うとともに、その情報を光ファイバー網等を通じて関係機関へ伝達し、
円滑な水防活動や避難誘導等を支援するため、これらの施設を整備するとともに、観測機器、電源、通信経路等の
二重化等を図ります。

◆施設の能力を上回る洪水が発生し堤防の決壊等により氾濫が生じた場合でも、洪水時の被害の軽減を図るため、
堤防決壊までの時間を少しでも延ばすための堤防構造を工夫する対策を実施します。また、応急対策や氾濫水の
排除、迅速な復旧・復興活動に必要な堤防管理用通路の整備、河川防災ステーション・水防拠点の整備、既存施
設の有効活用、災害復旧のための根固めブロック等資材の備蓄、排水ポンプ車等災害対策車両の整備等を検討
し、必要に応じて実施します。また、安全な避難場所への避難が困難な地域等においては、地域の意向を踏まえつ
つ、工事発生土の活用等により応急的な避難場所となる高台等を確保するよう努めます。

内水対策内水対策内水対策内水対策

施設の能力を上回る洪水を想定した対策施設の能力を上回る洪水を想定した対策施設の能力を上回る洪水を想定した対策施設の能力を上回る洪水を想定した対策

地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策 （P.11 参照）

◆河川の整備に当たっては、氾濫域の資産の集積状況、土地利用の状況等を総合的に勘案し、適正な本支川、上下流
及び左右岸の治水安全度のバランスを確保しつつ、段階的かつ着実に整備を進め、洪水、津波、高潮等による災害
に対する安全性の向上を図ります。本川・支川が合流する箇所においては安全に洪水を流下させることができ
るよう、支川の管理者と連携して河川整備を実施します。その際、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、親
水に配慮する等、総合的な視点で推進します。また、堤防の整備、河道掘削等に伴い改築が必要となる水門、樋門
等については、関係機関と調整の上、必要に応じ生物の移動に支障とならないよう、整備を実施します。なお、河
川の整備に当たっては、新技術の開発や活用の可能性を検討するとともに、河道掘削等により発生する土砂を築
堤等へ有効活用を図る等、コストの縮減に努めます。

◆地球温暖化に伴う気候変動の影響への対応等について、関係機関と調整を行い調査・検討を行います。
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5. 河川整備の実施に関する事項

◆洪水を安全に流下させるため必要な箇所等において、河道掘削を実施しま
す。

◆航路を維持するために設置された中導流堤 (低水工 )については、洪水の
安全な流下の阻害となっていることから、漁港管理者と取扱について協議
を行い撤去を行います。

また、河道掘削により発生する土砂は、築堤等への有効活用を図ります。

◆なお、河道掘削等に当たっては、関係機関と調整の上、洪水時の水位の縦断
変化や河床の動態等についても継続的にモニタリング等の調査を行い、河
道の維持及びアユ・サケ等の多様な動植物の生育・生息・繁殖を行う良
好な河川環境の保全と創出に配慮しながら、段階的に実施します。

5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項5.1.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

河道掘削

洪水調節容量の確保

洪水を安全に流下させるための対策洪水を安全に流下させるための対策洪水を安全に流下させるための対策洪水を安全に流下させるための対策

▲河道掘削試験施工地（那珂川下流部）

◆津波が遡上する区間では、操作員の安全性を確保し、津波による堤内地へ
の浸水を防止するため、水門、樋門・樋管等の遠隔操作化や自動化等を進
めます。さらに、平成 23 年に制定された「津波防災地域づくりに関する法
律」に基づき関係県が設定する津波浸水想定に対して、必要に応じて情報
提供、技術的な支援等に努めるとともに、洪水を安全に流下させるための
堤防の整備により、高潮及び比較的発生頻度の高い津波による災害の発生
の防止を図ります。

地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策地震・津波遡上対策

▲河川管理施設の自動化
（中丸川水門）

◆中流部において、中流部及び下流部の洪水ピーク流量の低減を図るため、
地形や現状の土地利用等を考慮した遊水地を整備します。

◆また、遊水地の整備に当たっては、整備後の自然環境の保全や快適な河川
空間の利用、適切な維持管理がなされるよう、現に河川敷に形成されてい
る多様な生物の生息・生育・繁殖環境や多様な河川空間の利用状況など
に配慮しながら、関係機関と調整の上、検討を進めていきます。

◆この他、中下流部においても周辺地形や現状の土地利用等を考慮した遊水
地の整備を検討し実施します。

◆なお、遊水地の整備に当たっては、関係機関と調整した上で、外水、内水の
両方に対応する機能の検討を行います。

▲平成 10 年８月洪水における
河口部の出水状況

◆堤防が整備されていない区間や、標準的な堤防の断面形状に対して高さ又
は幅が不足している区間について、築堤、嵩上げ・拡築を行います。

なお、洪水を安全に流下させるための堤防の整備により、高潮及び比較的
発生頻度の高い津波による災害の発生の防止を図ります。

堤防の整備

▲大場遊水地予定地

▲築堤工事の状況　　　
（那珂川左岸三反田地区）
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◆河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持を図るため、関係機関と連携した水利用の合理化を促進しつつ、
那珂川下流部に流況調整河川（霞ヶ浦導水）を整備します。

◆那珂川下流部と霞ヶ浦を第１導水路で連絡するとともに、利根川
下流部と霞ヶ浦を第２導水路で連絡し、河川湖沼の水質浄化、既得
用水の補給等流水の正常な機能の維持と増進及び特別水利使用者
に対する都市用水の供給の確保を図り河川の流水の状況を改善す
ることを目的とする霞ヶ浦導水を整備します。

なお、整備に当たっては、那珂川の魚介類の保全のため、取水口部
に迷入防止対策を講じることや、異なる水系の水を導送水すること
による生物の移送を防ぐための対策など、生物をはじめとする環境
への影響に配慮し、必要に応じて環境保全措置を講じます。

5.1.2 河川のの適正なな利用及びび流水の正常ななな機機能の維維持に関すすする事項5.1.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

霞ヶ浦導水

霞ヶ浦導水霞ヶ浦導水霞ヶ浦導水霞ヶ浦導水

▲霞ヶ浦導水概要図

▲霞ヶ浦導水位置図▲流況調整河川の仕組み

第２導水路
（利根導水路）

第１導水路（那珂導水路）

余
剰
水

河
川
の
必
要
流
量

河
川
の
必
要
流
量

余
剰
水

流
量

時間

不足流量

Ａ河川

Ｂ河川

第２導水路
（利根導水路）

第１導水路
（那珂導水路）
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5. 河川整備の実施に関する事項
5.1.3 河川環環境の整備とと保全全に関する事事項項5.1.3 河川環境の整備と保全に関する事項

▲オープンカフェ▲水面利用

◆那珂川の自然環境の変化が懸念される区間においては、利用状況を勘案しつつ那珂川が在来有している自然環
境の保全・再生を図ります。また、涸沼川については、涸沼が「ラムサール条約湿地」に登録されたことを踏まえ、
現存する良好な環境の保全に努めます。

◆中流部においては、カワラバッタ、イカルチドリ等の生息環境となる礫河原の保全、全国でも有数の遡上が見ら
れるアユ、サケ等の産卵・生息環境となる瀬・淵等をはじめ生物の生息に必要な多様な環境の保全を図ります。

◆下流部及び涸沼川においては、汽水域のヒヌマイトトンボが生息するヨシ原、ヤマトシジミが生息する場等の保
全・再生を図ります。

◆洪水を安全に流下させるために行う河道掘削に当たっては、治水、利水等の影響がない範囲において、ヒヌマイ
トトンボが生息するヨシ原、ヤマトシジミの生息に適した高さを目安とし、汽水域のヨシ原や浅場の保全・再生
を図ります。実施に当たっては、地域住民、学識者、関係機関と連携しつつ、段階的に施工を行い、その結果につい
てモニタリングを行い、効果・影響を検証しながら順応的に対策を行います。

◆流域住民や関係機関と連携し、流域に広がる生物の生息・繁殖環境を広域的に結ぶ生態系ネットワークの形成
に努めます。

◆水質については、河川の利用状況、沿川地域の水利用状況、現状の環境を考慮し、下水道、導水等の関連事業や関
係機関との連携・調整、地域住民との連携を図るとともに、流水のモニタリング等を行いながら、良好な水質の
保全に努めます。また、夏季のアオコ発生による水質悪化が顕著である桜川において河川の浄化用水の導入（霞
ヶ浦導水）により水質改善を行います。

◆人と河川との豊かなふれあいの確保については、自然とのふれあいやスポーツなどの河川利用、環境学習の場等
の整備を、関係機関と調整し実施します。また、地方公共団体が立案する地域計画等と連携・調整を図り、河川利
用に関する多様なニーズを踏まえた地域住民に親しまれる河川整備を推進するとともに、かわまちづくりなど
により、住民、企業、行政と連携し、賑わい、美しい景観、豊かな自然環境を備えた水辺空間をまちづくりと一体と
なって創出する取組を実施します。

自然環境の保全と再生自然環境の保全と再生自然環境の保全と再生自然環境の保全と再生

人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備人と河川との豊かなふれあいの確保に関する整備

水質改善対策水質改善対策水質改善対策水質改善対策

▲環境に配慮した掘削形状のイメージ▲中流部の瀬と淵、礫河原

浅場
（シジミ生息場）

湿地
（ヨシ生育場）

掘削によって
緩傾斜化

現況地盤

ヨシ原・ヒヌマイトトンボ・ヤマトシジミ等の生息・生育に適した高さを目安に
深場～浅場～干潟～湿地が横断方向に連続的に広がるよう河岸の緩傾斜化を図り、
良好なハビタットが形成されるような河道掘削を行う。
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那珂川水系河川整備計画の概要那珂川水系河川整備計画の概要
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◆近年の豪雨災害における逃げ遅れの発生等の課題に対処するために、行政・住民・企業等の各主体が水害リス
クに関する知識と心構えを共有し、氾濫した場合でも被害の軽減を図るための、避難や水防等の事前の計画、体
制、施設による対応が備えられた社会を構築していきます。

◆平成 28 年６月３日に設立した「久慈川・那珂川流域における減災対策協議会」の場の活用等により、地域の実情
を踏まえつつ、茨城県、栃木県沿川の 12 市町、公共交通事業者、マスメディア等と連携し、住民の避難を促すため
のソフト対策として、各種タイムライン（防災行動計画）の整備とこれに基づく訓練の実施、地域住民等も参加す
る危険箇所の共同点検の実施、広域避難に関する仕組みづくり、メディアの特性を活用した情報の伝達方策の充
実、防災施設の機能に関する情報提供の充実などを進めていきます。

◆洪水時の危険度を把握するため、洪水時のリアルタイムな水位状況の把握
に特化した水位計である「危機管理型水位計」及び「簡易型河川監視カメラ」
を活用した監視体制の充実を図るとともに、施設の能力を上回る洪水等に
対し、河川水位、河川流量等を確実に観測できるよう観測機器の改良の充実
を図ります。

▲堤防点検状況

◆堤防の変状や異常・損傷を早期に発見すること等を目的として、適切に堤
防除草、点検、巡視等を行います。

◆河川巡視や水防活動等が円滑に行えるよう、管理用通路等を適切に維持管
理します。

◆堤防の機能に影響する植生について、調査・検討を進め、引き続き堤防の機
能が維持されるよう努めます。

◆河道の機能を適切に維持していくため、適切に点検、巡視、測量等を行い、河
道形状の把握に努めます。なお、実施に当たっては、規制緩和の拡大や制度
の弾力的な運用による民間が有する力の活用を検討します。

◆また、霞堤を活用した遊水機能等を確保できるよう、河道を適切に維持管理
します。

▲河川管理施設の点検状況

▲排水ポンプ車による排水状況
（H23年9月支川西田川）

堤防・河道の維持管理堤防・河道の維持管理堤防・河道の維持管理堤防・河道の維持管理

水門等の維持管理水門等の維持管理水門等の維持管理水門等の維持管理

観測等の充実観測等の充実

5.2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項5.2.1 洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

5.2河川の維維持の目的、種類類及び施行の場場所5.2河川の維持の目的、種類及び施行の場所

洪水氾濫に備えた社会全体での対応洪水氾濫に備えた社会全体での対応洪水氾濫に備えた社会全体での対応洪水氾濫に備えた社会全体での対応

◆洪水、津波、高潮等の際、必要な機能が発揮されるよう、適切に点検、巡視等
を行い、施設の状態把握に努め、必要に応じて補修・更新を行い長寿命化を
図ります。長寿命化による機能維持が困難な施設については、具体的な対策
工法について検討を行い、改築・改良を実施します。

◆水位観測所、河川監視用ＣＣＴＶカメラ等の施設については、適切な維持管
理を実施するとともに、情報の一元的な集約・整理により河川管理の効率
化に努めます。

堤防の決壊時等の復旧対策堤防の決壊時等の復旧対策堤防の決壊時等の復旧対策堤防の決壊時等の復旧対策
◆堤防の決壊等が発生した場合に備え、浸水被害を軽減するための緊急的な対応について事前に計画し、氾濫水を
速やかに排水するための対策等の強化に取組むとともに、水防拠点の整備、根固めブロックや排水ポンプ車等の
必要な資機材の準備、堤防天端道路の改良等を進め、早期復旧のための体制の強化を図ります。

◆平常時から、災害復旧に関する情報共有及び連絡体制の確立が図られるよう、流域の地方公共団体、自衛隊、水防
団、報道機関等の関係機関との連携を一層図ります。

◆また、緊急排水作業の準備計画策定と排水ポンプ車操作等の排水訓練を実施します。
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5. 河川整備の実施に関する事項

（４）防災教育や防災知識の普及（４）防災教育や防災知識の普及（４）防災教育や防災知識の普及（４）防災教育や防災知識の普及
◆学校教育現場における防災教育の取組を推進するために、年間指導計画や板書計画の作成や水害を対象とした
対応訓練の実施に資する情報を教育委員会等に提供するなど支援します。また、住民が日頃から河川との関わり
を持ち親しんでもらうことで防災知識の普及を図るために、河川協力団体等による啓発活動等の支援に努めま
す。

◆また、自治体の避難情報や、河川の防災情報等を活用した住民参加型の避難訓練等を関係機関と連携して推進し
ます。

（３）住民等の主体的な避難等の促進（３）住民等の主体的な避難等の促進（３）住民等の主体的な避難等の促進（３）住民等の主体的な避難等の促進
◆洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、氾濫による被害の軽減を図るため、想
定最大規模の洪水等が発生した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、公表していま
す。

◆また、想定最大規模の洪水による堤防決壊により家屋が倒壊・流失するような激しい氾濫流等が発生するおそ
れが高い区域（家屋倒壊等氾濫想定区域）を公表しています。公表するにあたっては、水害リスクに関する情報を
多様な方法で活用することが可能となるよう、洪水浸水想定区域に関するデータ等のオープン化を図ります。

◆流域自治体が洪水予報河川又は水位周知河川に指定されていない河川について浸水実績等を把握しようとする
場合、又は水防管理者が浸水被害軽減地区を指定しようとする場合には、必要な情報提供・助言等を行います。

◆洪水時に住民等が的確なタイミングで適切な避難を決断できるよう、住民一人一人の防災行動をあらかじめ定
めるマイ・タイムライン等の取組が推進されるよう支援します。

◆住民等の避難促進のため、堤防等の施設の機能や効果だけでなく、施設能力を上回る外力が発生した際の被害の
状況も周知します。なお、洪水時に避難行動につながるリアルタイム情報として、スマートフォン等の緊急速報
メールを活用した洪水情報の配信を開始しているところですが、従来から用いられてきた水位標識、半鐘、サイ
レン等の地域特性に応じた情報伝達手段についても、関係自治体と連携・協議して有効に活用します。

◆さらに、すべての自治体で、水害ハザードマップが逐次更新されるよう、支援していきます。

（２）市町村による避難勧告等の適切な発令の促進（２）市町村による避難勧告等の適切な発令の促進（２）市町村による避難勧告等の適切な発令の促進（２）市町村による避難勧告等の適切な発令の促進
◆重要水防箇所等の洪水に対しリスクが高い区間について、市町村、水防団、自治会等との共同点検を確実に実施
する。実施にあたっては、当該箇所における氾濫シミュレーションを明示する等、各箇所の危険性を共有できる
よう工夫する。避難勧告等の発令範囲の決定に資するため、堤防の想定決壊地点ごとに氾濫が拡大していく状況
が時系列でわかる氾濫シミュレーションを市町村に提供するとともに、ホームページ等で公表しています。

◆また、洪水氾濫の切迫度や危険度を的確に把握できるよう、洪水に対しリスクが高い区間における水位計やライ
ブカメラの設置等を行うとともに、上流の水位観測所の水位等も含む水位情報やリアルタイムの映像を市町村
と共有するための情報基盤の整備を行います。

◆避難に関する計画が、河川管理者等が行う洪水時における水位等の防災情報を十分に活用したものとなってい
ないことを踏まえ、広域避難も視野に入れ、「久慈川・那珂川水防連絡会」や「減災対策協議会」等の仕組みを活用
し、ホットラインの構築を図るとともに、避難勧告の発令に着目したタイムライン（防災行動計画）の策定・改善
を行います。

◆また、自治体に対し、避難勧告等に関するタイミングや範囲、避難場所等、避難に関する計画について適切に定め
ることが出来るよう技術的な支援を行います。

◆関係機関と連携し、流域に残る水害の記録や遺構を掘り起こし、その教訓などを後世に伝承することにより、地
域防災力の向上を図ります。

（１）水害記録の伝承（１）水害記録の伝承（１）水害記録の伝承（１）水害記録の伝承
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那珂川水系河川整備計画の概要那珂川水系河川整備計画の概要
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◆これまで洪水を河道からあふれさせない河川対策を進めてきたが、近年頻発化する水害に対して、被害の軽減を
図るためにはこれまでの対策に加え、多重防御治水の視点から土地利用・住まい方の工夫も必要となります。

◆このような状況を踏まえ、浸水が想定される区域において土地利用を制限する等の対策を推進するために、関係
機関に必要な支援を行います。また、避難場所等となる高台整備について支援を行います。

▲那珂川渇水調整協議会

◆河川水の利用について、日頃から関係水利使用者等との情報交換に努めます。また、水利権の更新時には、水利の
実態に合わせた見直しを適正に行います。さらに、エネルギーとしての活用を推進するために、小水力発電事業
者と関係機関との情報共有を進める等により小水力発電プロジェクトの形成を支援します。

◆流水の正常な機能を維持するため必要な流量を定めた地点等において必要
な流量を確保するため、流域の雨量、河川流量、取水量、感潮域の塩化物イオ
ン濃度等の水質を監視するとともに、霞ヶ浦導水の効率的な運用により、広
域的な低水管理を実施します。霞ヶ浦導水の運用に当たっては、水質、水量
の変化、生物の生息環境等についてモニタリング調査を実施するとともに、
調査・研究をし、那珂川、利根川、霞ヶ浦の河川環境に大きな影響がないよ
うに確認しながら実施します。

◆渇水対策が必要となる場合は、関係水利使用者等で構成する那珂川渇水調
整協議会等を通じ、関係水利使用者による円滑な協議が行われるよう、情報
提供に努め、適切に低水管理を行うとともに、必要に応じて、水利使用の調
整に関してあっせん又は調停を行います。

5.2.2 河川のの適正なな利用及びび流水の正常ななな機機能の維維持に関すすする事項5.2.2 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

（８）土地利用・住まい方の工夫等のまちづくりと一体となった対策（８）土地利用・住まい方の工夫等のまちづくりと一体となった対策（８）土地利用・住まい方の工夫等のまちづくりと一体となった対策（８）土地利用・住まい方の工夫等のまちづくりと一体となった対策

（７）水害リスク情報の発信（７）水害リスク情報の発信（７）水害リスク情報の発信（７）水害リスク情報の発信
◆開発業者や宅地の購入者等が、土地の水害リスクを容易に認識できるようにするため、現在住宅地を中心に行わ
れている堤内地における想定浸水深の表示について、住宅地外への拡大の支援に努めます。

◆また、不動産関係団体への水害リスク情報の提供と周知協力の推進を進めていきます。

（６）水害リスク評価、水害リスク情報の共有（６）水害リスク評価、水害リスク情報の共有（６）水害リスク評価、水害リスク情報の共有（６）水害リスク評価、水害リスク情報の共有
◆想定最大規模の洪水等が発生した場合でも人命を守ることを第一とし、減災対策の具体的な目標や対応策を、関
係自治体と連携して検討します。

◆浸水想定や水害リスク情報に基づき、避難困難者への対策として、早めの避難誘導や安全な避難場所及び避難路
の確保など、関係する地方公共団体において的確な避難体制が構築されるよう技術的支援等に努めます。

◆浸水想定区域内にある要配慮者利用施設や大規模工場等の市町村地域防災計画に記載された施設の所有者又は
管理者が、避難確保計画又は浸水防止計画の作成、訓練の実施、自衛水防組織の設置等をする際に、技術的支援を
行い、地域水防力の向上を図ります。

（５）的確な水防活動の促進（５）的確な水防活動の促進（５）的確な水防活動の促進（５）的確な水防活動の促進
◆堤防の漏水や河岸侵食に対する危険度判定等を踏まえて、重要水防箇所を設定し、水防管理者等に提示するとと
もに、的確かつ効率的な水防を実施するために、危険箇所において、必要に応じて河川監視用ＣＣＴＶや危機管
理型水位計及び簡易型河川監視カメラを設置し、危険箇所の洪水時の情報を水防管理者にリアルタイムで提供
していきます。

◆また、水防活動の重点化・効率化に資するため、堤防の縦断方向の連続的な高さについてより詳細に把握するた
めの調査を行い、許可工作物周辺を含む越水に関するリスクが特に高い箇所を特定し、水防管理者等と共有を図
ります。また、氾濫発生を迅速に把握するため、越水・決壊を検知する機器の開発等を進めます。

◆なお、水防資機材の備蓄、水防工法の普及、水防訓練の実施等を関係機関と連携して行うとともに、平常時からの
関係機関との情報共有と連携体制を構築するため、水防協議会等を通じて重要水防箇所の周知、情報連絡体制の
確立、防災情報の普及を図ります。水防活動が行われる際には、水防活動に従事する者の安全の確保が図られる
ように配慮します。

◆さらに、水防協力団体制度や地区防災計画制度の活用を提案し、自主防災組織や企業等の参画を図ります。
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5. 河川整備の実施に関する事項
5.2.3 河川環環境の整備とと保全全に関する事事項項5.2.3 河川環境の整備と保全に関する事項

▲中流部の山間渓谷美

▲汽水域のヨシ原

▲水質事故時における対策状況

◆ヒヌマイトトンボなどの生息環境となる汽水域、河原固有の植物や鳥類等
が生息・生育する礫河原などの良好な自然環境の維持を図るため、「河川水
辺の国勢調査」等により、河川環境の実態を定期的、継続的、統一的に把握す
る等、基礎情報の収集・整理を実施します。

◆外来生物への対応については、河川管理上、自然環境上支障がある場合は、
必要に応じて学識経験者等の専門家の意見を聴きながら、関係機関や地域
住民と連携し、必要に応じ防除等の対策を実施します。

◆良好な水質を維持するため、水質の状況を把握するとともに、水生生物調査
や新たな指標による水質の評価等を実施し、さらなる水質改善に向けた取
組を行います。

◆水質事故に備えた訓練及び必要資材の備蓄を行うとともに、関係機関との
情報共有・情報伝達体制の整備を進め、状況に応じて既存の河川管理施設
の有効活用を行い、水質事故時における被害の最小化を図ります。

◆那珂川の自然・歴史・文化・生活と織り成す特徴ある景観や歴史的な施設
について、関係機関と連携を図り、保全・継承に努めます。また、中流部の山
間渓谷美に富んだ渓谷環境や、中・下流部の礫河原、ヨシ原等が広がる河川
景観の保全に努めるとともに、市街地における貴重な空間としての水辺景
観の維持・形成に努めます。

自然環境の保全と再生自然環境の保全と再生自然環境の保全と再生自然環境の保全と再生

景観の保全景観の保全景観の保全景観の保全

◆自然環境の保全と秩序ある河川利用の促進を図るため、河川環境の特性に
配慮した管理を実施します。

◆既存の親水施設、坂路や階段等についても、地域住民や沿川の地方公共団体
と一体となって、安全・安心に利用できるよう改善を図ります。

◆アユ釣りや伝統漁法である観光用の「やな」などに多くの人が訪れているこ
とや、下流部及び涸沼川の汽水域では、ヤマトシジミ等が生息しており、水
産資源の保護及び漁場としての河川利用に配慮します。

◆地域の歴史・文化、河川環境を考慮しながら、安全で秩序ある河岸周辺や水
面の利用を図ります。

河川空間の適正な利用河川空間の適正な利用河川空間の適正な利用河川空間の適正な利用

水質の保全水質の保全水質の保全水質の保全

▲那珂川中流部に設置された
観光用のやな

◆河川周辺環境の維持については、水質、動植物の生息・生育・繁殖環境、景観、河川利用等に配慮します。また、環
境教育の支援や不法投棄対策等を実施していきます。
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6.その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項

那珂川水系河川整備計画の概要那珂川水系河川整備計画の概要
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6.1 流域全体体を視野に入れたた総合的な河河川管理6.1流域全体を視野に入れた総合的な河川管理
◆都市化に伴う洪水流量の増大、河川水質の悪化、湧水の枯渇等による河川水量の減少、土砂動態の変化等に対し、
水循環基本法の理念を踏まえながら、河川のみならず、源流から河口までの流域全体及び海域を視野に入れた総
合的な河川管理が必要です。

◆雨水を一時貯留するという水田の機能の保全と向上や主に森林土壌の働きにより雨水を地中に浸透させ、ゆっ
くり流出させるという森林や水源林の機能の保全と向上については、関係機関と連携しつつ、推進を図る努力を
継続します。

6.3 流域全体体で取組む対策6.3流域全体で取組む対策
◆気候変動による水災害リスクの増大に備えるためには、これまでの河川管理者等の取組だけでなく、流域に関わ
る関係機関が、主体的に取組む社会を構築する必要があります。

◆そのため、流域全体での浸水被害の軽減に向け、那珂川流域の特性に応じて、河川への流出抑制に関する対策な
どの流域全体での取組みを促進するため、流域内の関係機関との連携を図ります。

◆那珂川水系において、河川管理者である国土交通省並びにダム管理者及び関係利水者は、「既存ダムの洪水調節
機能の強化に向けた基本方針」に基づいた「那珂川水系治水協定」により、河川について水害の発生の防止等が図
られるよう同水系で運用されているダムの洪水調節機能強化を推進します。

6.2 既存存ダムの洪水水調節機能能強化化の推進進6.2既存ダムの洪水調節機能強化の推進

6.4地域域住民、関係係機関とのの連携・協働6.4地域住民、関係機関との連携・協働
◆那珂川における地方公共団体や地域の教育委員会、学校、ボランティア団体、民間企業等との連携・支援を積極的
に図り、河川協力団体や地域住民や関係機関、民間企業等と一体となった協働作業による河川整備を推進します。

◆地域住民等の参加による河川の美化・清掃活動を地方公共団体と連携して支援し、河川美化の意識向上を図ります。

◆地域住民やＮＰＯ等と連携・協働した河川管理を実施することで、不法投棄対策に取り組みます。

不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策不法投棄対策

◆不法係留船や不法係留施設は、洪水時に流失することにより河川管理施設等の損傷の原因となったり、河川の景
観を損ねる等、河川管理上の支障となっているため、不法係留船、不法係留施設に対する対策を地方公共団体、地
域住民、水面利用者等と連携して推進していきます。

不法係留船対策不法係留船対策不法係留船対策不法係留船対策

◆人と自然との共生のための行動意欲の向上や環境問題を解決する能力の育成を図るため、環境教育や自然体験
活動等への取組について、市民団体、地域の教育委員会や学校等、関係機関と連携し、推進していきます。

◆河川の魅力や洪水時等における水難事故等の危険性を伝え、安全で楽しく河川に親しむための正しい知識と豊
かな経験を持つ指導者の育成を支援します。

環境教育の推進環境教育の推進環境教育の推進環境教育の推進

6.5 治水水技術の伝承承の取組6.5治水技術の伝承の取組
◆これまでの川と人の長い歴史を振り返り、先人の知恵に学ぶことが肝要なことから、これまでの治水技術について
整理し、保存や記録に努めるとともに、減災効果のあるものについては地域と認識の共有を図り、施設管理者の協
力を得ながら、施設の保存及び治水技術の伝承に取り組んでいきます。



国土交通省　関東地方整備局
河川部　河川計画課
〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
Tel :048-601-3151

常陸河川国道事務所
〒310-0851 茨城県水戸市千波町1962-2
Tel :029-240-4061

問い合わせ先問い合わせ先

「那珂川水系河川整備計画【大臣管理区間】」（変更）（案）は、
関東地方整備局ホームページ(下記URL)でご覧いただけます。
http://www.ktr.mlit .go. jp/r iver/shihon/r iver_shihon00000418.html
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